
 

ＪＲ山陰本線（下関－益田間）利用促進協議会 規約 

 

 （名称） 

第１条 本会は、ＪＲ山陰本線（下関－益田間）利用促進協議会（以下「協議

会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、ＪＲ山陰本線（下関－益田間）沿線自治体、関係団体等と

の間で連携を強化するとともに、同区間での日常生活や広域観光での利用促

進を図ることで、地域活性化につなげていくことを目的とする。 

 

（事業） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 （１）ＪＲ山陰本線（下関－益田間）の生活利用としての利用促進に関する

こと 

 （２）ＪＲ山陰本線（下関－益田間）の観光利用としての利用促進に関する

こと 

（３）地域公共交通の持続可能性・利便性向上に関すること 

 （４）協議会の事業計画・予算書等の策定 

 （５）その他目的達成に必要な事業 

 

 （組織） 

第４条 協議会は、別表１に掲げる者を委員として構成する。 

２ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠のために選任さ

れた委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 （役員） 

第５条 協議会には、次に掲げる役員を置く。 

 （１）会 長 １名 

 （２）副会長 ４名 

 （３）監 事 ２名 

２ 会長、副会長及び監事は、委員の互選により選任する。 

 

 （役員の職務） 

第６条 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、会長があらかじめ指定した副会長がその職務を代理する。 

３ 監事は、協議会の会計を監査する。 



 

４ 会長及び副会長の補欠のため選任された委員は、前任者の残任期間の役員

を承継する。 

（会議） 

第７条 協議会の会議は、総会、幹事会及びブロック会議とする。 

 

 （総会） 

第８条 総会は、委員及び役員をもって構成する。 

２ 総会は、会長が招集し、その議長となる。 

３ 総会は、次に掲げる事項を審議決定する。 

 （１）事業計画の決定及び変更に関すること。 

 （２）予算及び決算に関すること。 

 （３）規約の制定及び改廃に関すること。 

 （４）前３号に掲げるもののほか、会長が必要と認めた事項に関すること。 

４ 総会は、委員及び役員の過半数の出席をもって成立するものとする。 

５ 委員がやむを得ない理由により出席できない場合は代理の者を出席させる

ことができることとし、その者の出席をもって当該委員の出席とみなす。 

６ 会議の議事は、出席委員の過半数で決することとし、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

７ 会議の開催が困難な状況が発生した場合は、書面決議をもって承認するこ

とができる。 

  

（幹事会） 

第９条 協議会に提案する事項、その他会長が必要と認める事項について協議

又は調整するため、幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表２に掲げる者をもって組織する。 

３ 幹事会に幹事長を置き、幹事長は幹事会委員の互選により選任する。 

４ 幹事会は、会長の命により幹事長が招集し、その議長となる。 

５ 幹事会は、地域の実情や関係団体の意見を踏まえた事業実施のために、次

条に定めるブロック会議を置く。 

 

（ブロック会議） 

第１０条 ブロック会議は、委員の所属団体のほか、観光振興団体、商工団体

等の職員をもって組織する。 

２ ブロック会議は、より効果的な議論ができるようＪＲ山陰本線のうち「幡

生－長門市間」と「長門市－益田間」の圏域により区分する。 

３ ブロック会議の組織及び運営に関し必要な事項は、幹事会で定める。 

 

 



 

（専決処分） 

第１１条 会長は、緊急を要する事項について、会議を開催せず専決処分をす

ることができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の総会におい

て報告しなければならない。 

 

 （事務局） 

第１２条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局に関する必要な事項は、会長が別に定める。  

 

（会計） 

第１３条 協議会の経費は、沿線市町の負担金及びその他の収入をもって充て

る。 

２ 負担金の額は、総会の議決を経て定める。 

 

 （会計年度） 

第１４条 協議会の会計年度は、４月１日から始まり、翌年３月３１日に終了

する。 

 

 （その他） 

第１５条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、

会長が別に定める。 

 

 

   附 則 

１ この規約は、令和５年８月１０日から施行する。 

２ 協議会が設けられた年度の会計年度は、第１４条の規定にかかわらず、

この規約の施行の日に始まり、令和６年３月３１日に終わるものとする。 



 

（別表１） 

 第４条第１項に規定する委員は次のとおりとする。 

区 分 所属団体及び役職名 

沿線市町 

下関市長 

長門市長 

萩市長 

阿武町長 

益田市長 

沿線市町議会 

下関市議会議長 

長門市議会議長 

萩市議会議長 

阿武町議会議長 

益田市議会議長 

山口県 山口県観光スポーツ文化部審議監 

島根県 島根県地域振興部次長 

ＪＲ西日本 
西日本旅客鉄道株式会社 

中国統括本部広島支社長 

 



 

（別表２） 

 第９条第２項に規定する委員は次のとおりとする。 

 

区分 所属団体及び役職 

沿線市町 

下関市都市整備部交通対策課長 

長門市経済観光部産業政策課長 

萩市商工観光部商工振興課長 

阿武町まちづくり推進課長 

益田市産業経済部観光交流課長 

山口県 山口県観光スポーツ文化部交通政策課長 

島根県 島根県地域振興部交通対策課長 

JR西日本 
西日本旅客鉄道株式会社 

中国統括本部 地域交通（山口）課長 

 


